
『大
般
浬
葉
経
集
解
』

に
お
け
る
僧
宗

の
教
判
思
想

菅

野

博

史

本
稿
は
、
僧
宗
 
(四
三
八
-
四
九
六
)
 の
教
判
思
想
を
考
察
す
る
こ
と

を
目
標
と
す
る
。
 
『集
解
』
は

『
南
本
浬
桀
経
』
を
二
千
八
百
六
十
四

の
経
文
に
分
節
し
て
か
る
が
、
僧
宗
の
注
は
千
百
四
十
五
箇
所
に
採
録

さ
れ
て
お
り
、
僧
亮
に
次
い
で
第

二
位
を
占
め
て
い
る
。
さ
て
、
僧
宗

(
1
)

に
お
け
る
最
も
詳
し
い
教
判
思
想
が
見
ら
れ
る
の
は
、
僧
亮

の
場
合
と

(
3
)

同
様
、
聖
行
品

の
五
味
の
讐
喩
に
対
す
る
次
の
注
で
あ
る
。

如
従
牛
出
乳
者
、
仏
説
小
乗
四
諦
法
輪
。
此
是
成
仏
十
二
年
中
説
也
。
従
乳

 

出
酪
者
、
謂
十
二
年
後
説
三
乗
通
教
。
大
品
経
是
也
。
酪
出
生
蘇
者
、
如
思

 

益
維
摩
抑
挫
二
乗
称
揚
菩
薩
也
。
従
生
蘇
出
熟
者
、
説
法
花
破
無

三
因
果

(4
)

也
。
今
此
経
明
仏
性
常
住
窮
理
尽
性
、
如
醍
醐
也
。
(大
正
三
七
・
四
九
三

上
-
中
。
以
下

『
集
解
』
か
ら
の
引
用
は
頁
段
の
み
を
記
す
)
 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
十

二
年
間
に
わ
た
る
小
乗
の
四
諦
法
輪
、
大
品
般

若
経

の
三
乗
通
教
、
維
摩
経
な
ど
の

「
二
乗
を
抑
挫
し
て
菩
薩
を
称
揚

す
る
」
教
え
、
法
華
経
の

「
三
因
果
を
破
無
す
る
」
教
え
、
浬
繋
経
の

「
仏
性
常
住
に
し
て
理
を
窮
め
性
を
尽
く
す
」
教
え
、

の
五
段
階
に
分

(
6
)

類
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
吉
蔵
が

『
三
論
玄
義
』
に
お
い
て
紹
介
す
る

慧
観
の
五
時
教
判
 
(三
乗
別
教
、
三
乗
通
教
、
抑
揚
教
、
同
帰
教
、
常
住
教
)
 

と
か
な
り
類
似
し
た
考
え
で
あ
る
。
実
は
、
慧
観

の
五
時
教
判

は
も

っ

と
後
代
の
成
立
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
成
立
の
歴
史
を

考
え
る
上
で
、
『集
解
』
は
第

一
次
資
料
と
し
て
重
要
な
価
値
を
持

つ
。

そ
こ
で
、
僧
宗
と
慧
観
の
五
時
教
判
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
慧
観

の
三

乗
別
教
は
四
諦
、
十
二
因
縁
、
六
度
を
包
含
じ
て
い
る
が
、
僧
宗
に
お

い
て
は
四
諦
の
み
が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
点
が
両
者
相
違
す
る
。

三
乗

通
教
に
つ
い
て
は
、
僧
宗
に
お
い
て
す
で
に
確
立
し
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
 (
僧
亮
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
)
。
抑
揚
教
に
つ
い

て

は
、
僧

宗
に
お
い
て
そ
の
用
語

の
成
立
を
確
認
で
き
な

い
が
、
「抑
挫
二

乗

称

揚
菩
薩
」
と
い
う
表
現
は
抑
揚
教
と
内
容
的
に
は
十
分
な
対
応
を
示
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
同
帰
教
に
つ
い
て
は
、
梵
行
品

の

「
三
乗
之
法

説
言
一
乗
。

一
乗
之
法
随
宜
説
三
。」
(大
正

一
二
・
七
〇
七
下
)
 に
対

す

る

注
に

「
三
説
一
者
、
破
異
三
之
惑
、
説
同
帰
之
教
。

一
説
三
者
、
昔
日
方
便
随

宜
之
教
也
。」
(五
〇
四
下
)
 と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ

る
。
常
住
教
に
つ
い

て
は
、
僧
宗
に
お
い
て
そ
の
用
語

の
成
立
を
確
認

で
き

な

い
が
、

か

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第

一
號
 
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
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『大
般
浬
盤
経
集
解
』
に
お
げ
る
僧
宗
の
教
判
思
想
 
(菅

野
)
 

わ

っ
て

「
常
教
既
興
、
知
昔
所
行
未
為
理
極
。」
(四
〇
六
下
)
 な
ど
と

「
常

(7
)

教
」
と
い
う
概
念
が
見
ら
れ
る
。

以
上
の
五
段
階

の
教
え
が
最
も
詳
細
な
分
類
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外

の
教
え
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ

は
、
「昔
教
亦
有
深
浅
。
如

十
善
五
戒
是
浅
、
四
諦
十
二
縁
是
深
也
。」
(四
二
九
上
)
 と
あ
る
よ
う

に
、

十
善
、

五
戒
、

四
諦
、
十
二
縁
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
四
諦
は
第

一

段
階
の

「
小
乗
四
諦
法
輪
」
で
あ
る
か
ら
除
く
と
、
十
善
、
五
戒
、
十

二
縁
が
新
し
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
般
に
、
十
善
は
天

乗
、

五
戒

は
人
乗
、
十
二
縁
は
縁
覚
乗
と
さ
れ
る
が
、

こ
れ
ら
を
釈
尊

の
教
化
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
僧
宗
は

明
言
し
て
い
な
い
。
慧
観

の
五
時
教
判
は
、
人
乗
、
天
乗
に
つ
い
て
言

(8
)

及
せ
ず
、

浄
影
寺
慧
遠
の

『
大
乗
義
章
』
教
述
義
に
紹
介
さ
れ
る
劉
軋

の
五
時
教
判
が
第

一
に
人
天
教
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
僧
宗

が
人
乗
、

天
乗
に
対
応
す
る
五
戒
、
十
善
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
点
だ

け
で
も
注
意
を
要

す

る
。
「化
主
説
人
天
因
果
」
(四
八
一
上
)
「明
昔
所
以

須
説
五
乗
之
教
也
。」
(五

一
四
中
)
 と
い
う
注
も
人
乗
、
天
乗
を
意

識

し

(
9
)

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

 
ま
た
、
華
厳
経
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う

か
。
「従

初
鹿
苑
、
迄
至
今
日
、
随
能
生
解
、
皆
為
人
説
。」
(三
八
六
下
)
 と

あ

る

よ

う
に
、
華
厳
経
は
ま

っ
た
く
視
野
に
入

っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
「干
時
正

在
三
七
日
思
惟
、
知
衆
生
有
従
化
之
理
、
願
得
遂
也
。」
(四
〇
八
中
)
 と
あ
る

の
も
、
必
ず
し
も
、
華
厳
経
と
の
関
係
は
明
ら
か

で

は

な

い
。
し
か

し
、 
一
方

「昔
七
処
八
会
、
説
華
厳
方
広
。」
(四
一
五
下
)
 と
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
華
厳
経
の
説
法
に
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
華
厳
経
を

「
頓

教
」
と
す
る
よ
う
な
位
置
づ
け
は
ま

っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。

 
三
乗
の
教
え
に
対
す
る
評
価
は
、
菩
薩
品

の

「世
若
無
仏
、
非
無
二
乗

得
二
浬
禦
。
迦
葉
復
言
、
是
義
云
何
。
仏
言
、
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫
乃
有

一
仏

出
現
於
世
、
開
示
三
乗
。」
(大
正
一
二
・
六
六
四
中
)
 に
対
す
る
注

に
見
ら

れ
る
。
す
な

わ

ち

「若
世
間
都
無
作
仏
理
者
、
非
無
二
乗
得
二
浬
薬
。
理
既

不
爾
。
故
知
二
乗
権
設
小
果
。
何
得
同
仏
耶
。
無
量
劫
乃
有
仏
出
、
釈
上
句
也
。

謂
円
解
難
固
、
常
倒
易
生
。
無
善
感
仏
、
不
得
恒
現
。
善
機
希
有
。
所
以
時
一

出
世
、
背
化
失
機
、
動
経
劫
数
。
云
何
説
大
耶
。
致
教
唯
以
三
乗
級
引
。
故
知

小
果
権
施
、
而
非
実
也
。」
(四
七
二
中
)
 と
あ
る
。

こ

こ

で

は
、

二
乗
の

得
る
浬
繋
=
小
果
は
仏
の
浬
繋
と
は
同
じ
も
の
で
は
な
く
、
大
乗
を
説

く
こ
と
の
で
き
な
い
段
階
に
お
い
て
仮
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
真
実

で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 
法
華
経
は
第
四
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
僧
宗
が
着
目
し

た
思
想
は
、

一
仏
乗
に
よ
る
二
乗
の
授
記
作
仏
で
あ

る
。
法

華

経

で

は
、
二
乗
は
も
は
や
二
乗
で
は
な
く
菩
薩

へ
と
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

た
と

え
ぽ

「自
法
華
已
来
、
皆
得
称
為
菩
薩
。
若
未
爾
之
前
、
不
得
称
也
。」

(
三
八
六
中
)
 は
、
序
品

の

「
一
切
皆
是
仏
之
真
子
」
(大
正
一
二
・
六
〇
五

上
)
 に
対
す
る
注
で
あ
る
が
、
法
華
経
の
二
乗
授
記
に
よ

っ
て
、
二
乗

が
菩
薩
と
な
っ
て
は
じ
め
て
す
べ
て
の
も
の
が

「
仏
之
真
子
」
と
呼
ぶ

(
1
0
)

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た

「若
疑
二
乗
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(
1
1
)

為
有
為
無
、
法
華
諸
経
巳
能
除
之
。」
(五
一
六
上
)
 も
同
様

で
あ
る
。

 

次
に
、
多
く
の
経
教
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
て
い
た

の
か
。
「錐
復
十
二
部
中
理
味
有
異
、
然
同
一
仏
説
也
。」
(四
一
八

上
)
 と
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
仏
説
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
や
は
り

「根
有
利
鈍
、
教
有
浅
深
。」
(四
一
四
中
)
 と
あ
る
よ
う
に
、

教
え
の
浅
深
の
差
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
浬
盤
小経
以
前
の
教
え
は

浅
く
、
浬
繋
経
は
深

い
教
え
と
さ
れ
る
。
す

な

わ

ち

「此
即
第
一
明
教

異
。
謂
昔
浅
而
今
深
也
。」
(四
九
二
上
)
 と
。

こ
れ
ら

の
資

料

は
、
釈
尊

の
説
法
を
浅
い
教
え
か
ら
深
い
教
え

へ
と
展
開
す
る
と
見
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
僧
宗
も
僧
亮
と
同
様
に
、
そ

の
よ
う
に

考
え
て
い
た
と
推
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
僧
宗
が
浬
葉
経
を
最
高

の
経
典
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、

「此
経
深
隠
、
始
是
窮
理
也
。」
(四
五
九

上
)
「経
体
所
明
、
文
理
円
備
。
除
惑
滅
罪
、
功
勝
余
経
。」
(四
七
七
中
)
「当

知
衆
経
之
勝
也
。」
(
五
〇
八
上
)
「既
教
円
理
満
、
能
滅
悪
生
善
。
力
用
弥
鑛
、

勝
於
余
典
。
」
(五
四
二
上
)
 な
ど
の
注
に
明
ら
か
で
あ
る
。

 
で
は
、
浬
繋
経
が
最
も
深
い
教
え
と
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
ど
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
経
題
の

「
大
般
浬
架
経
」
の

「
大
」

を
解
釈
す
る
経
序
の
な
か
で
、
次
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

此
累
尽
之
都
名
、
万
善
之
極
称
也
。
大
者
、

一
謂
教
大
。
二
謂
理
大
。
何

(
1
2
)

者
、
始
於
鹿
園
、
詑
至
法
華
、
弁
因
果
未
満
、
明
境
行
不
周
。
所
以
為
小
。

此
経
円
備
。
所
以
称
大
。
昔
三
乗
浬
桑
、
非
実
究
寛
。
是
道
理
中
小
。
今
明

 
法
身
般
若
在
乎
衆
累
之
外
。
所
以
称
大
。
(三
七
八
中
)
 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

因
、
果
、
境
、
行
を
明
か
す
こ
と
が
十
分
か
ど
う

か
で
浬
繋
経
と
そ
れ
以
前

の
経
を
区
別
し
て
い
る
こ
と

が

わ

か

る
。

因
、
-
果
、
境
、
行
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
『集
解
』
全
体
を
参
照

し

な

け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
、
簡

単
に
記
す
。
長
寿
品
の
迦
葉
菩
薩

の
発
し
た
三
十
四
の
問

い

(大
正
一

二
・
六

一
九
中
-
六
二
〇
上
参
照
)
 に
つ
い
て
、
「
然
周
答
大
旨
、
論
因
説
果
、

明
境
弁
行
。
…
…
第
一
有
十
三
問
、
明
常
住
因
果
。
次
有
十
九
問
、
歎
経
功
能
。

次
有

一
問
、
明
依
 
(経
)
 生
行
。
次
有

一
問
、
明
所
照
境
。」
(四
一
二
上
)
 と

あ
る
よ
う
に
因
、
果
、
境
、
行
の
視
点
を
分
類

に
利
用

し

て

い

る
。

「云
何
得
長
寿
金
剛
不
壊
身
。
復
以
何
因
縁
得
大
堅

固
力
。」
(大
正
一
二
・
六

一
九
中
)
 に
対
す
る
僧
宗
の
注
、
「向
問
般
若
、
此
問
法
身
。」
(四
一
二
下
)

「上
句
已
問
果
。
此
下
句
問
因
也
。
下
文
答
以
護
法

為
因
也
。」
(前
同
)
 か

ら
、
「果
」
は
法
身
、
般
若
を
指
す
こ
と
が
わ
か
り
、
「因
」
は
護
法
を

指
す

(「以
能
護
持
正
法
因
縁
故
得
成
就
是
金
剛
身
。」
大
正

一
二
・
六

二
三

中
)
 こ
と
が
わ
か
る
。
「
境
」
に
つ
い
て

は
、
「
行
之
所
生
、
必
由
乎
境
。

境
中
之
妙
、
不
過
仏
性
。」
(四
鳳
五
上
)
「境
中
之
妙
、
不
過
仏

性
。
説
此
真

境
、
生
其
下
品
聞
慧
。」
(
四
四
七
下
)
「境
中
之
妙
、
唯
仏
性
。」
(五
四
二
上
)

「因
果
仏
性
之
境
」
(前
同
)
 な
ど
の
注
か
ら
仏
性
を
指
す
こ
と

が

わ

か

る
。
「行
」
に
つ
い
て
は
、
聖
行
品
冒
頭

の
注

「従
此
已
下
、
明
依
経
造

行
終
期
極
果
。
即
答
前
第
三
十
三
問
也
。」
(四
七
七
中
)
 か
ら
、
聖
行

品

以

下
に
説
か
れ
る
修
行
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
因
、
果
、

境
、
行
の
お
お
よ
そ

の
意
味
を
記
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
が
、

こ
の
四

『大
般
浬
薬
経
集
解
』
に
お
け
る
僧
宗
の
教
判
思
想
 
(菅

野
)
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『大
般
浬
薬
経
集
解
』
に
お
け
る
僧
宗
の
教
判
思
想
 
(菅

野
)

つ
の
な
か
で
は

「経
之
宗
要
、
其
唯
因
果
。」
(四
二
四
下
)
 と
あ
る
よ
う
に

「
因
果
」
が
重
要
で
あ
る
が
、
な
か
で
も

「此
経
大
要
、
以
常
果
為
宗
。」

(四
一
二
上
)
「経
旨
意
不
在
因
。
但
以
果
為
宗
。」
(四
一
三
上
)
 と
あ

る
よ

う
に

「
果
」
が
最
も
重
視
さ
れ
る
。
で
は
、
浬
繋
経
の
重
要
な
思
想
で

あ
る

「
仏
性
」
は

「
境
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
け
で
、
最
も
重

視
さ
れ
る

「
果
」
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
の
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、

こ
こ
で
は
、
「仏
性
通
因
果
也
。
如
来
謂
果
地
人
也
。」
(五
三
二
上
)

「因
果
仏
性
中
道
」
(六
〇
五
中
)
 と
あ
る
よ
う
に
、
仏
性
が
因
果
に
通
じ

る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

 
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
僧
宗
は
浬
藥
経
を
最
高
視
し
て
い

る
が
、
彼
は
浬
繋
経
以
前
の
教
え
と
浬
藥
経
の
教
え
と
を
指
し
示
す
概

念
と
し
て
、
「偏
教
」
と

「
円
教
」
を
対
に
し
て
用
い
る
。

こ
の

こ
と

は
、
僧
亮

に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
僧
宗
に
お
い
て
は

(
1
3
)

一
層
頻
繁

に

「
偏
教
」
「
円
教
」
が

用

い
ら

れ
る
。
今
、

「偏
教
」
と

「
円
教
」
を
対
に
し
て
用
い
る
例
を
検
索
す
る
と
、
「金
剛
宝
蔵
無
訣
者
、

此
円
教
所
明
円
果
浬
禦
、
備
一
切
徳
、
不
同
孤
滅
解
脱
。
猶
如
宝
器
蔵
也
。
将

辮
異
昔
偏
教
。」
(四
二
五
中
)
「第
三
明
難
失
本
解
、
善
力
所
感
、
聖
則
出
世
、

説
偏
教
也
。
第
四
明
常
機
始
発
為
説
円
教
。」
(四
五
一
中
)
 (向
挙
讐
以
明
円

教
。
今
挙
毒
警
以
顕
偏
教
。」
(四
五
五
下
)
「若
常
病
者
、
為
説
偏
教
。
若
断
病

者
、
為
説
円
教
。」
(四
五
九
下
)
「偏
教
以
三
心
滅
処
為
滅
。
円
教
以
常
住
之
体

(
1
4
)

絶
衆
相
為
滅
也
。」
(四
八
〇
上
)
 が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「円
教
」
と
関

連
し
て
、
し
ば
し
ば

「
円
」
の
つ
く
熟
語
を
用
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ

る
。
た
と
え
ば

「
円
解
」
(四
〇
六
中
、四
一
五
上
、
四
五
一
中
、
四
五
一
下
、

四
五
二
上
、
四
七
二
中
、
四
九
三
上
)
「
円
極
」
(四
〇
〇
下
、四
七
三
下
)
「
円

果
」
(四
〇

一
下
、
四
二
〇
上
、
四
八
〇
上
)
「
円
徳
」
(四
〇
二
中
)
「
円
体
」

(四
〇
二
上
、
四
一
二
中
)
「
円
理
」
(四
六
六
上
)
 で
あ
る
。

 
次
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
の
存
在
す
る
理
由

に
つ
い
て
、
僧
宗
は
衆

生
の
機
根
と
の
関
連
で

「
一
道
者
、
此
明
如
来
随
根
機
故
致
教
不
同
。」
(四

(
1
5
)
 

(
1
6
)

八
五
下
)
 と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
道
生

に
お
い
て
す
で

に

は

っ
き
り
示
さ
れ
て
い
た
考
え
で
あ
る
が
、
僧
宗

は
こ
の

「機
」
と
「教
」

と
の
対
応
関
係
を
し

っ
か
り
踏
ま
え
て
、
「常
教
」
す
な
わ
ち
捏

藥

経

の
説
か
れ
る
べ
き
機
根
を

「
常
機
」
と
表
現
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、

「何
者
、
以
昔
常
機
未
至
、
不
得
説
常
」
。
(四
三
三
上
)
「常
機
欲
発
、
応
為
菩

薩
。」
(四
四
九
中
)
「第
四
明
常
機
始
発
為
説
円
教
。」

(四
五
一
中
)
「今
常
機

且
発
、
解
釈
仏
果
以
為
常
。
」
(四
五
二
中
)
 で
あ
る
。

 
以
上
、
僧
宗
の
教
判
思
想
を
考
察
し
て
き
た
。
聖
行
品
の
五
味
の
讐

喩
に
基
づ

い
て
、
釈
尊

一
代
の
説
法
を
五
段
階

に
分
類
す
る
教
判
が
見

ら
れ
た
の
で
、
い
わ
ゆ
る
慧
観
の
五
時
教
判
と

の
用
語

の
類
似
性
を
指

摘
し
、
あ
わ
せ
て
若
干
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
人
天
乗

の
存
在
、
華
厳
経
の
位
置
づ
け
、
昔
教
に
お
け

る
二
乗
の
浬

繋

の
評

価
、
法
華
経
の
思
想

へ
の
関
心
に
つ
い
て
も
論
及
し
た
。
次

に
、
僧
宗

に
お
い
て
は
、
浬
繋
経
が
最
高
の
教
え
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
理
由
を
常
住
の

「
果
」
を
明
か
す
点

に
求
め
た
。
さ
ら
に
昔

教
と
浬
藥
経
の
区
別
を
偏
教
、
円
教
の
対
概
念

に
よ

っ
て
示
す
用
例
を
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示
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
僧
宗
の
好
ん
で
用
い
る

「
円
」
の
つ
く
多

く
の
概
念

を
紹
介
し
た
。
最
後
に
、
教
の
多
様
性
の
根
拠
を
衆
生
の
機

根
に
求
め
る
思
惟
に
基
づ

い
て
、
僧
宗
が
浬
藥
経
を
説
く
べ
き
対
象
と

し
て

「常
機
」
を
取
り
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

1
 
拙
稿

「『大
般
浬
繋
経
集
解
』
に
お
け
る
僧
亮
の
教
判
思
想
」
(『印
仏

研
』
三
五
-
一
、
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
)
 参
照
。

2
 
大
正
一
二
・
六
九
〇
下
-
一
上
参
照
。

3
 
次
に
詳
し
い
注
に

「如
来
初
開
四
諦
、
但
言
是
苦
是
集
。
未
明
苦
集
不

生
。
及
般
若
之
教
、
始
顕
不
生
。
妾
至
法
華
、
苦
集
之
相
猶
止
三
界
。
今

日
所
明
…
…
」
(四
一
三
中
)
 が
あ
る
ゆ

4
 
次
下
に
出
般
若
者
、

一
乗
実
慧
般
若
也
。
従
般
若
出
大
浬
薬
者
、
即
今

教
也
。
又
一
解
云
、
此
経
文
小
誤
。
般
若
応
為
第
三
。
方
等
応
在
第
四

也
。」
(四
九
三
中
)
 と
い
う
注
目
す
べ
き
注
が
あ
る
が
、
本
論
で
は
考
察

し
な
い
。

5
『

集
解
』
に
は
法
蓮
、
敬
遺
、
慧
朗
な
ど
の
僧
宗
注
に
対
す
る
注
釈
を

し
ば
し
ば
載
せ
て
い
る
が
、
「敬
遺
記
僧
宗
日
」
と
し
て

「自
鹿
苑
至
霊

鷲
、
四
時
次
第
、
極
云
復
倍
上
数
。
自
有
偏
方
別
教
。
如
大
雲
勝
髪
之

流
。
此
為
上
根
者
耳
。
今
日
開
宗
顕
常
、
正
為
下
根
。
故
有
次
第
也
。」

 
(三
九
一
中
)
 と
述
べ
て
い
る
。
勝
壼
経
な
ど
を

「偏
方
別
教
」
と
規
定

し
て
い
る
点
、
重
要
で
あ
る
。
吉
蔵
が

『法
華
玄
論
』
巻
第

三
に
お

い

て
、
「後
人
更
加
其

一
、
復
有
無
方
教
也
。」
(大
正
三
四
・
三
八
二
中
)
 

と
述
べ
て
い
る
の
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
僧
宗
自
身

は
勝
質
経
を
三
回
 (四
一
七
中
、
四
八
六
中
、
五
四
九
上
)
 引
用
し
て
い

る
が
、
偏
方
別
教
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。

6
 
大
正
四
五
・
五
中
参
照
。

7
 
そ
の
他
の
用
例
。
「終
聞
常
教
、
皆
有
受
義
。
」
(四
〇
八
下
)
「今
常
教

既
興
、
一
切
悉
断
。」
(四
二
八
中
)
「修
行
万
行
、
必
須
円
解
常
教
。」
(四

七
〇
中
)

8
 
大
正
四
四

・
四
六
五
上
参
照
。

9
 
僧
亮
も

「楊
葉
讐
人
天
乗
四
果
。」
(五

一
四
下
)
 と
あ
る
よ
う
に
、
人

天
乗
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

10
 
同
じ
箇
所
の
明
駿
の
注

「法
華
之
日
、
已
無
声
聞
。
況
在
此
席
。
堂
更

別
有
菩
薩
耶
。」
(三
八
七
上
)
 は
理
解
し
や
す
い
。

1
1
 僧
宗
は
法
華
経
の
二
乗
授
記
に
つ
い
て
の
『
浬
禦
経
』
の
記
述
、
す
な

わ
ち
、
菩
薩
品
の

「如
法
花
中
八
千
声
聞
得
受
記
別
成
大
果
実
。し
(大
正

一
二
・
六
六
一
中
)
 に
対
し
て
も
、
「如
法
華
中
八
十
声
聞
者
、
誤
也
。

 
彼
経
云
、
八
千
声
聞
也
。」
(四
六
九
下
)
 と
注
し
て
い
る
。
僧
宗
の
見
た

 
浬
禦
経
の
テ
キ
ス
ト
に
は
誤
字
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

12
 
こ
こ
と
同
じ
よ
う
に
、
法
華
経
ま
で
の
経
と
浬
薬
経
と
を
比
較
す
る
視

 
点
で
書
か
れ
た
注
に

「自
鹿
苑
至
乎
法
華
、
所
説
階
級
大
有
不
同
。
唯
此

教
円
備
。
将
明
常
住
妙
因
、
必
資
中
道
観
照
。」
(四
四
五
下
)
 が
あ
る
。

13
「

境
有
深
浅
、
故
教
有
偏
円
。」
(四
一
三
上
-
中
)
「夫
教
有
偏
円
、
由

 
機
有
次
緒
。」
(四
一
三
下
)
 を
参
照
。

14
 
そ
の
他
、
「偏
教
」
の
語
は
、
四
〇
六
下
、
四
〇
七
下
、
四
〇

八
下
、

 

四
三
三
上
、
四
四
四
下
、
四
五
〇
上
、
四
五
〇
中
、
四
五
二
上
、
四
五
二

 
中
、
四
五
九
上
、
四
六
五
下
、
四
七

一
上
、
五
〇
四
下
、
五
六
五
下
に
出

 

る
ま
た
、
「円
教
」
の
語
は
、
四
一
四
中
、
四
五
〇
中
、
四
五
五
中
、
四

 

五
六
上
、
四
五
八
下
に
出
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
僧
宗
が

「偏
教
」
「円

 

教
」
の
語
を
い
か
に
多
用
し
た
か
が
わ
か
る
。

15
 
こ
れ
に
関
連
す
る
思
想
、
用
語
に
つ
い
て
の
注
と
し
て
、
「必
是
大
士
、

 

審
見
機
縁
。」
(四
二
四
中
)
「如
来
致
教
、
消
息
根
機
。」
(四
二
七
上
)
 

「亦
云
、
消
息
物
情
。」
(四
二
九
上
)
「善
照
機
宜
、
動
必
有
益
也
。」
(四

九
九
下
)
「
正
以
善
巧
方
便
、
応
衆
生
根
、
令
物
悟
道
。」
(五
五
〇
下
)
 

 

な
ど
を
参
照
。

16
 
拙
稿

「竺
道
生
に
お
け
る
機
と
感
応

に

つ
い
て
」
(『印
仏
研
』
三
二

-
一
、
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
)
 参
照
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
 
僧
宗
、
五
時
教
判
、
偏
教
、
円
教

(創
価
大
学
専
任
講
師
)
 

『大
般
禦
浬
経
集
解
』
に
お
け
る
僧
宗
の
教
判
思
想
 
(菅

野
)
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